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公開草案 ED/2015/9「投資不動産の振替」（IAS 第 40 号の修正案）は、コメントを求めることだけを目的

に、国際会計基準審議会（IASB）が公表したものである。この提案は、最終の形となる前に、寄せられ

たコメントを考慮して修正されることがある。コメントは、2016年3月18日までに到着する必要があり、

下記の宛先に文書で提出するか、commentletters@ifrs.org への電子メール又は我々の ‘Comment on a 
proposal’ のページを用いて電子的に提出されたい。 

すべてのコメントは公開の記録に記載され、我々のウェブサイトに掲載される。回答者が秘密扱いを求

める場合は例外とする。そうした要求は、例えば商業的な守秘事項のような正当な理由がある場合を除

き、通常は認められない。この点及び回答者の個人データを我々がどのように使用するのかの詳細につ

いては、我々のウェブサイトを参照されたい。 

注意書き：IASB、IFRS 財団、著者及び出版社は、本公表物の内容を信頼して行為を行うか又は行為を

控えることによって生じる損失については、当該損失が過失により生じたものであれ他の原因によるも

のであれ、責任を負わない。 

国際財務報告基準（国際会計基準並びに SIC 及び IFRIC の解釈指針を含む）、公開草案、及び他の IASB
ないしは IFRS 財団の公表物は、IFRS 財団の著作物である。 

コピーライト © 2015 IFRS Foundation® 

不許複製・禁無断転載：本公開草案のコピーは、IASB へのコメントを作成する目的でのみ作成できる。

そうしたコピーは、個人用又は内部用で、販売又は他の方法で配布せず、IFRS 財団の著作権を明記し、

かつ、IASB のアドレスを完全に表示することを条件とする。 

上記により許可された場合を除き、本公表物のどの部分も、全体にせよ一部分にせよ、また、複写及び

記録を含む電子的、機械的その他の方法（現在知られているものも今後発明されるものも）であれ、情

報保管・検索システムにおいてであれ、いかなる形態でも、IFRS 財団からの書面による事前の許可なし

に、翻訳・転載・複製又は利用してはならない。 

国際財務報告基準及び他の IASB 公表物の承認されたテキストは、IASB が英語で公表したものである。

コピーは IFRS 財団から入手できる。公表物及び著作権については下記に照会のこと。 

   IFRS Foundation Publications Department, 
30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom. 
Tel: +44 (0)20 7332 2730 Fax: +44 (0)20 7332 2749  
Email: publications@ifrs.org Web: www.ifrs.org 

本公表物に含まれている公開草案の日本語訳は、IFRS 財団が指名したレビュー委員会による承認を経てい

ない。当該日本語訳は、IFRS 財団の著作物である。 

 

IFRS財団ロゴ／IASBロゴ／IFRS for SMEsロゴ／‘Hexagon Device’、‘IFRS Foundation’、‘IFRS Taxonomy’、‘eIFRS’、
‘IASB’、‘IFRS for SMEs’、‘IAS’、’IASs’、‘IFRIC’、‘IFRS’、‘IFRSs’、‘SIC’、‘International Accounting Standards’ 及
び‘International Financial Reporting Standards’ は、IFRS 財団の商標である。 

商標についてのより詳細な情報（商標が登録又は適用されている国々の詳細など）は、要求に応じて許諾権者から利用

可能である。 

IFRS 財団は、米国デラウェア州の一般会社法に基づく非営利法人であり、主たる事務所を上記に置いて海外会社とし

てイングランド及びウェールズで活動している（会社番号：FC023235）。 



投資不動産の振替 

        5  © IFRS Foundation

目 次 
  開始ページ 

 

はじめに 6 

コメント募集 6 

［案］IAS 第 40 号「投資不動産」の修正 8 

審議会による 2015 年 11 月公表の公開草案「投資不動産の振替」（IAS 第 40 号の修正案）の承認 9 

公開草案「投資不動産の振替」（IAS 第 40 号の修正案）に関する結論の根拠 10 

 



公開草案――2015 年 11 月 

6 © IFRS Foundation 

はじめに 

国際会計基準審議会（IASB）は、IAS 第 40 号「投資不動産」の第 57 項の修正案の本公開草案を公

表した。 

IAS 第 40 号の第 57 項は、投資不動産への振替又は投資不動産からの振替に関するガイダンスを示し

ている。しかし、建設中又は開発中の不動産でこれまで棚卸資産に分類されていたものを、明らかな

用途変更がある場合に投資不動産に振り替えることができるのかどうかについては、具体的に扱って

いない。 

IASB は、IAS 第 40 号の第 57 項を次のように修正することを提案している。 

(a) 企業は、用途変更が生じているという証拠に裏付けられた不動産の用途変更がある場合に、かつ、

その場合にのみ、不動産を投資不動産に又は投資不動産から振り替えなければならない。 

(b) 第 57 項(a)から(d)に示された状況のリストの性格付けを改めて、用途変更が生じているという証

拠の例の網羅的でないリストであり、網羅的なリストではないものとする。 

コメント募集 

IASB は、本公開草案における修正案、特に下記の質問についてコメントを募集している。コメント

は次のようなものであれば非常に有用である。 

(a)  記載された質問にコメントしている。 

(b)  そのコメントが関連する具体的な項を明記している。 

(c)  明確な論拠を含んでいる。 

(d)  該当のある場合、IASB が考慮すべき代替案を含んでいる。 

IASB は、本公開草案で扱っていない事項についてのコメントは求めていない。コメントは、2016 年

3 月 18 日までに到着するよう書面で提出されたい。 

コメント提出者への質問 

質問 1――修正案 
IASB は、IAS 第 40 号の第 57 項を次のように修正することを提案している。 

(a) 企業は、用途変更の証拠がある場合に、かつ、その場合にのみ、不動産を投資不動産に又は投

資不動産から振り替えなければならない。用途変更は、不動産が投資不動産の定義を満たした

か又は満たさなくなった場合に生じる。 

(b) 第 57 項(a)から(d)に示された状況のリストの性格付けを改めて、用途変更が生じているという

証拠の例の網羅的でないリストであり、網羅的なリストではないものとする。 

これに同意するか。賛成又は反対の理由は何か。 
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質問 2――経過措置 

IASB は、IAS 第 40 号の修正案の遡及適用を提案している。これに同意するか。賛成又は反対の理

由は何か。 

 
コメントの方法 

コメントは次のいずれかの方法で提出のこと。 

電子的に ‘ Comment on a proposal page’ （go.ifrs.org/comment にある）にアクセス 
（推奨している方法） 

電子メール 電子メールでのコメントの送付先： commentletters@ifrs.org 

郵 送  IFRS Foundation 
   30 Cannon Street 
   London EC4M 6XH 
   United Kingdom 

すべてのコメントは公開の記録に記載され、我々のウェブサイトに掲載される。回答者が秘密扱いを

求める場合は例外とする。そうした要求は、例えば商業的な守秘事項のような正当な理由がある場合

を除き、通常は認められない。この点及び回答者の個人データを我々がどのように使用するのかの詳

細については、我々のウェブサイトを参照されたい。 
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［案］IAS 第 40 号「投資不動産」の修正 

第 57 項を修正し、第 85F 項を追加する。削除する文言に取消線、新規の文言に下線を付している。 

振 替 

57 企業は、投資不動産への振替又は投資不動産からの振替は、次により証明される用途変更の証

拠がある場合に、かつ、その場合にのみ、不動産を投資不動産に又は投資不動産から振り替

え行わなければならない。用途変更は、不動産が投資不動産の定義を満たしたか又は満たさ

なくなった場合に生じる。投資不動産への振替又は投資不動産からの振替を生じる用途変更

の裏付けとなる証拠の例としては、特に、次のものがある。 

(a) 投資不動産から自己使用不動産への振替については、自己使用の開始 

(b) 投資不動産から棚卸資産への振替については、販売を目的とした開発の開始 

(c) 自己使用不動産から投資不動産への振替については、自己使用の終了 

(d) 棚卸資産から投資不動産への振替については、他者へのオペレーティング・リースの開

始 

(e) ［削 除］ 

... 

発効日 

 … 

85F ［日付］公表の［案］「投資不動産の振替」（IAS 第 40 号の修正）により、第 57 項が修正さ

れた。企業は、当該修正を［公開後に挿入する日付］以後に開始する事業年度に適用しなけ

ればならない。早期適用は認められる。企業が当該修正を早期適用する場合には、その旨を

開示しなければならない。企業は、当該修正を IAS 第 8 号「会計方針、会計上の見積りの変

更及び誤謬」に従って遡及適用しなければならない。 
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審議会による 2015 年 11 月公表の公開草案「投資不動産の振替」（IAS 第

40 号の修正案）の承認 

公開草案「投資不動産の振替」は、国際会計基準審議会の14名の審議会メンバーにより公表が承認さ

れた。 

ハンス・フーガーホースト   議長 

イアン・マッキントッシュ   副議長 

スティーブン・クーパー 

フィリップ・ダンジョウ 

マルティン・エーデルマン 

パトリック・フィネガン 

アマロ・ゴメス 

ゲイリー・カブレック 

スザンヌ・ロイド 

鶯地 隆継 

ダレル・スコット 

徐 正雨 

メアリー・トーカー 

張 為国 
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公開草案「投資不動産の振替」（IAS 第 40 号の修正案）に関する 
結論の根拠 

この結論の根拠は、本修正案に付属しているが、その一部を構成するものではない。 

投資不動産の振替 

BC1 国際会計基準審議会（IASB）は、IAS 第 40 号「投資不動産」の第 57 項（投資不動産への

振替又は投資不動産からの振替に関する要求事項を示している）の適用についての質問を受

けた。この要望は、建設中又は開発中の不動産でこれまで棚卸資産に分類されていたものを、

用途変更の証拠がある場合に投資不動産に振り替えることができるのかどうかを質問して

いた。 

BC2 IASB は、2008 年 5 月に公表された改善（「IFRS の改善」）に IAS 第 40 号の修正が含まれ

ていたことに着目した。この修正は、IAS 第 40 号を改訂して、「投資不動産としての将来の

利用のために建設中又は開発中である不動産」を範囲に含めた（IAS 第 40 号の第 8 項(e)参
照）。結果的修正が IAS 第 16 号「有形固定資産」に加えられた。以前は、IAS 第 16 号は、

投資不動産としての将来の利用のために建設中又は開発中である不動産に対して、その建設

又は開発が完了するまで適用されていた。IASB は、2008 年 5 月に公表された改善が、こ

れに対応する IAS 第 40 号の第 57 項の修正を投資不動産への振替又は投資不動産からの振

替について行わなかったことに着目した。 

BC3 IASB は、IAS 第 40 号の第 57 項が、用途変更が生じているという証拠に裏付けられた不動

産の用途変更がある場合に、かつ、その場合にのみ、投資不動産への振替又は投資不動産か

らの振替を要求していることに着目した。IASB はさらに、第 57 項における「～場合に、

かつ、その場合にのみ」という文言は、振替が用途変更の生じている状況に限定されること

を確保するために重要であることに留意した。IASB は、用途変更には次のことが伴うこと

に着目した。 

(a)  不動産が投資不動産に該当するのかどうかの評価で、下記(b)の裏付けがあるもの 

(b)  単なる経営者の意図の変化ではなく用途変更が生じているという証拠 

BC4 IASB は、IAS 第 40 号の第 57 項(a)から(d)に示された用途変更の証拠を提供する状況のリ

ストは網羅的なものであり（同項における「～場合に、かつ、その場合にのみ」及び「～に

より証明される」への言及が示すように）、したがって、この項は狭い状況においてのみ適

用されることが意図されていたことに着目した。 

BC5 しかし、IASB は、第 57 項(a)から(d)における用途変更の証拠を提供する状況のリストは網

羅的なものではなく、用途変更が生じているという証拠の例のリストに過ぎないものとすべ

きであると提案することを決定した。IASB は、こうした不動産の用途変更の証拠がある場

合に、かつ、その場合にのみ、建設中又は開発中の不動産を投資不動産に又は投資不動産か

ら振り替えるべきであると提案することも決定した。 

BC6 したがって、IASB は、第 57 項(a)から(d)に示された状況のリストの性格付けを改めて、用



投資不動産の振替 

        11  © IFRS Foundation

途変更が生じているという証拠の例の網羅的でないリストであり、網羅的なリストではない

ものとするとともに、用途変更の証拠が要求される旨を強調することを提案している。IASB
は、用途変更の証拠となる状況の例示を追加することは提案していない。投資不動産への又

は投資不動産からの振替は証拠に裏付けられた不動産の用途変更を反映すべきであるとい

う原則に重点を置くべきであるからである。 

BC7 IASB は、本公開草案に含まれている修正の遡及適用を提案している。これは、投資不動産

への又は投資不動産からの振替は測定基礎の変更を生じることとなり、測定基礎の変更は、

IAS 第 8 号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従って、会計方針の変更である

ことに IASB が留意したからである。 
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